
別紙 　「運営組織見直しに伴う区民からの意見集約一覧」

藤営自治区では新規造成による宅地開発が進行する中、自治区内世帯数も1,000件

を超える状況となり、自治区内組数も30組を超えるような状況を見据え、藤営自治区の

運営組織を見直す時期ではないかと判断し、2024年11月より運営組織見直し検討委

員会（以降より検討委員会と称す）を立ち上げ、藤営自治区として将来を見据えた運

営の在り方や方向性等を考慮した、新しい組織の検討を進めております。

2025年11月委員会において「運営組織見直しの背景について」説明させていただいた後

各委員をはじめ区民の皆さまから貴重な意見をいただきました。

2月の委員会では、いただいた意見を運営組織検討委員会で検討した見解回答を作成

しましたので、報告説明させていただきます。

なお、素案当初は令和９年度より組織改編移行計画としておりましたが、１年審議を継

続し、令和８年度も「現状の素案を基とした組織改編」への説明を継続していくと共に、

区民への説明会を開催しながら意見交換を実施していきたいと考えております。

各委員をはじめ区民の皆さまからのご意見があれば随時受付けながら検討していきます。

そのため、令和７年度総会（令和８年３月開催）において、令和８年度も引き続き

「現状の素案を基とした組織改編に向けた継続審議実施」についての承認をお願いした

いと考えています。
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　■ 運営組織見直しに伴う区民の皆さんからのご意見・ご提案

いろいろなご意見・ご提案をいただき、ありがとうございました。

いただいたご意見・ご提案につきまして内容を分類し、検討委員会で検討した回答を記しましたのでご覧ください。

・人数が多いのであれば副組長の選出をやめて組長のみにすれば良い。 ・副組長については廃止する方向で検討しています。

　＊任期が一年ですむ。 ・組長の任期が１年であることから組長一人だけでは毎年自治区

　＊組長が配布物を配布　連絡など責任を持って行える。 　運営委員が交代となってしまうため、部会活動等に支障が生じる

　＊副組長との連携が難しい時があり、それが無くなる。 　と想定されます。（引継ぎ等がうまくいっていない）

　従って少なくとも２年任期の運営委員が必要と考えております。

・上記実現に向けた対応策 　但し、組内の業務と自治区運営委員の業務を分割することで負担

　＊組長の業務を軽減させる。 　の軽減となります

　＊組長の係を決めて分担させる。 　

　＊サマーフェスタをやめる。実施するならキッチンカーや出店での ・サマーフェスタの運営については、運営委員の負担も考慮した上

　　対応とし、組長は当日の安全確認程度にする。 　で外注化を推進しております。

　＊事前のチケット制はやめる。注文、集金回収が負担。 　（やぐら設営の委託、キッチンカーの導入済）

・各部会活動も高齢化により、部会活動を縮小させていく。 ・部会は自治区を運営していくためには必要不可欠な組織でありま

・各部会の設置や回覧での購買等は不要。 　す。自治区運営委員としての役務であることをご理解ください。

・今後も委員会は必要ですか？ ・委員会は自治区を運営していくための審議や承認可否を実行する

　高齢者がいる家では、それだけで負担が大きいので、役員など 　ための必要不可欠な組織であり、自治区運営の代議員(区役員)と

　やらされては生活にならない。（誰が保障してくれる？） 　しての大事な役務です。

・高齢者のみならず、家庭の事情など同様の環境下の区民の方々が

　おられることは、承知しております。組内での相談・助け合いに

　よるご協力をお願いします。

・部会活動の簡略化 ・サマーフェスタの規模縮小を行ってきました。

　今後も部会活動の合理化の検討を進めていきます。

・組長と副組長の２人とも出席しなくても良いと思います。 ・組長、副組長の「情報共有」や「引継ぎ問題」が解決されていれば

　いずれか１人が出席すれば良いかと。 　可能と考えますが、それができていないのが現状と見ています。

・委員会参加人数を削減することで収容能力不足については解決で

　できると考えますが、今後の高齢化対応等の課題解決が補えない

　と考えています。

・出席義務を組長と副組長に限定せず、どちらか１人にしてはどうか。 ・委員会参加人数を削減することで収容能力不足については解決で

　近所同士なので、事後共有でも難しくないと思います。 　できると考えますが、今後の高齢化対応等の課題解決が補えない

　どちらか1人が解っていればいれば良い内容が多いので。 　と考えています。

・各組２名出席を１名出席にする。 ・委員会参加人数を削減することで収容能力不足については解決で

・その他団体役員は報告のある月だけ参加する 　できると考えますが、今後の高齢化対応等の課題解決が補えない

　と考えています。

・現状を残し、委員会は組長のみ出席で良いのでは。 ・委員会参加人数を削減することで収容能力不足については解決で

　できると考えますが、今後の高齢化対応等の課題解決が補えない

　と考えています。

・組長、副組長の「情報共有」や「引継ぎ問題」が解決されていれば

　可能と考えますが、それができていないのが現状と見ています。

・組数が31、ブロック委員が27 ・委員会参加人数を削減することで収容能力不足については解決で

　現状組織で組長のみが委員会に参加する。 　できると考えますが、今後の高齢化対応等の課題解決が補えない

　部会業務も組長だけで実施すれば、組織変更も必要がなくなる。 　と考えています。

・組織改編の見直し検討を行っている主旨のご理解をお願いします。

・高齢化問題は、どの組でもさけられない ・ご意見通りの問題ですので、組織見直し改編の検討を推進して

　おります。

意見内容（運営組織見直し） 検討委員会回答
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・新しい部会構成イメージを見ると、構成員数が56名→27名で良 ・例えば、組長が委員会、副組長が自治区運営委員の業務を行う

　いなら各部会活動は組長と副組長で活動を分担しても対応可能 　という事でしょうか。

　と思います。 ・委員会参加人数を削減することで収容能力不足については解決で

　できると考えますが、今後の高齢化対応等の課題解決が補えない

　と考えています。

・対象世帯の少ない組同士が合わさって、組長１名、副組長２名と ・隣同士の組なら良いかも知れませんが、組が離れていることも

　する。 　あるかと考えます。組が離れていると組長の負担が大きくなる

　ことが懸念されます。

・各組の予想データを見ると将来避けて通れない、運営上深刻な ・ご意見通りの問題ですので、組織見直し改編の検討を推進して

　問題だと思います。外に困っている組もあるとの事。 　おります。

・テーブルを廃止し、パイプ椅子だけでも開催は可能。 ・ご提案の通り、収容数だけの問題であれば、解決できると考えま

　収納数だけなら、対応できると考えます。 　すが、今後の高齢化対応等の課題解決が補えないと考えます。

・各組出席を１名にして、オブザーバ出席（２名出席）としても良い。

　２割減でも十分なメリットかと。

・世帯数が増えていくことは、町にとって良いことだと思う。 ・ご提案の通り、収容数だけの問題であれば、解決できると考えま

　収容能力の問題は出席人数を減らすことで対応すべき。 　すが、今後の高齢化対応等の課題解決が補えないと考えます。

・「次期組長」は正式な役職ではないことから、代理出席の融通 ・ご意見の通りの問題も懸念されますが、組内の業務は組長、自治区

　を依頼することは難しく、引継ぎ等もスムーズではない。 　運営委員の業務はブロック委員　に分割する事で、それぞれの業務

　土日に仕事が入る業種や夜勤がある世帯では、仕事と行事の優先 　量がこれまでの組長と比較して減少する事になりますので、ご理解

　順位をつけることが常にできるものではなく、「ブロック委員」 　いただきますようお願いします。

　と「組長」にすみわけができてしまうと、むしろ負担が増えるの 　

　ではないかと考える。１年を通じて引き継げる「副組長」の方が

　良いのではないか。

・子ども会を廃止すれば、少しは組長などの役が楽になるのでは ・子ども会の「廃止」は子ども会の問題となります。

　ないでしょうか。 　子ども会で検討いただけたらと考えます。

・区からの連絡が、組員にしっかりと伝わるか心配です。

・自治区ホームページなどデジタル対応等にて情報発信していく

　ことを推進していきます。（自治区ホームページは開設済み）

・組長、副組長での各世帯配布物は大変。他地域ではどのように対応 ・世帯への配布物は市からの補助金を受けて配布依頼されています。

　しているのか調査。環境美化等、行事に出るのが大変。 　他地区においても同じ対応です。（調査済）

　自治区の生活環境維持改善は自治区民のご協力で行っていくことが

　基本となりますので、ご理解ご協力をお願いします。

・組長は回覧板だけ実施。 ・配布物は市からの補助金を受けて配布依頼されております。

・配布物はバイトを使う（24回／年間） 　外注化することは、現状においては人員確保と費用面で難しいと

　考えます。

・集金以外の世帯配布物は外注委託ができないものか。 ・配布物は市からの補助金を受けて配布依頼されております。

　外注化することは、現状においては人員確保と費用面で難しいと

　考えます。

・改善案としては、ブロック委員と組長にすることで、高齢化 ・賛同いただき、ありがとうございます。

　並びに委員会収容能力の問題は解消可能と考えますので、

　見直し検討委員会の案に賛成します。

・現役世代では、仕事量が多いので、高齢化も仕方ないと思う。 ・自治区は区民の皆さんの生活環境を良くしたい、悪化させたくない

　自治区を良くしたいと思う意識の高い方にお願いしたいと考え 　という想いとご協力により成り立つものと考えます。ご理解ご協力

　ます。 　をお願いします。

意見内容（運営組織見直し） 検討委員会回答
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・まずは他地域での選出対応調査。 ・組織見直し検討委員会を立ち上げるにあたり、藤岡南地区で代表制

・報酬アップ。 　を実施している自治区について調査実施済です。

・仕事内容確認。 　それを参考に検討をしてきました。

・報酬アップは区費のアップにつながる可能性があり、慎重な検討が

　必要です。

・仕事の内容確認につきましては、1月委員会資料にて説明しました。

・若い世帯で担いを受けるには、なかなか難しいかと思います。 ・対応策としての良案をご提示ください。

・若い世帯でなくても、なかなか引き受け手のないのが現状です。

・自治区は区民の皆さんの生活環境を良くしたい、悪化させたくない

　という想いとご協力により成り立つものと考えます。ご理解ご協力

　をお願いします。

・組長、ブロック委員は60歳まで。区長、副区長は60歳以上。 ・年齢で構成を分けることは難しいかと考えます。

　立候補、同意ある場合は制限ないもの　等、年齢制限で分けら 　副区長においては、過去に60歳以下での実績も多々あります。

　れないでしょうか。 　区民の皆さんそれぞれに事情が違いますので、年齢で区別すること

　は難しく、委員会での議論、自治区運営委員としての業務を考慮し

　て、ブロック委員の辞退可能な基準のみに、体力気力の差が大きく

　なると言われている75歳以上を適用しました。

・どうやって区長、副区長を決めているのか？ ・現状は、回覧板にて立候補の案内 ⇒ 立候補が無ければ現区長が

・平準化できないのか？ 　次期区長を探してお願いしていく。副区長についても同様に探して

　お願いする ⇒ その後、選考委員会にて選考検討 ⇒ 総会承認の流れ。

・平準化を目指して、ブロック委員の選出を検討しております。

・誰でも良いという役務ではないと思う。 ・ご意見の通りです。

　よって、選考委員会にて選考検討⇒総会承認　の手続きをして

　おります。

・選考委員会で選んだ候補者の中から選出すれば良い。 ・ご意見の通りの手続きを行っておりますが、候補者の選出が困難

　であり、見直し案の中で検討してきました。

・手当の拡充 ・区費とのバランス検討が必要となります。

　手当の拡充は区費のアップにつながる可能性があります。

・区長・副区長の選出は、誰でもできるわけではないので、難しいと ・正当な給料制度を検討すると財源不足となり、区費からの支出

　思います。区長が常勤でファミリーホールに居られるように正当な 　負担が大きくなることが懸念されます。

　給料制度は無理なのでしょうか。 ・自治区活動は、区民の皆さまによるご理解とご協力で成り立って

・若い家庭はお子さんがいたり、仕事が忙しかったりする。 　いるものです。これからも、皆さんの意見を聞きながら運営して

　高齢者の家庭は身体の不調や一人暮らしの不安などがある。 　いきます。

　しかし区の役割は区民が主体的に地域の交流を通して地域の安全と ・参考までに、仕事をしながら区長役務を実施する場合には、希望

　活力を築くためにあるので、全てのイベントやめる必要は無いと思 　すれば市長名で「区長役務への配意依頼文」を会社宛てへ提示す

　います。また、全年代が納得できるようにすることは困難ですが、 　ることもできるようです。

　できるだけ多くの人の意見を聞く必要があると思います。

・区長、副区長等、役員の人選はブロック委員の組織に変更後も ・原則ブロック委員の中から選出していけるような方向性を目指し

　同じ問題が残ると思います。 　て対応することを検討しています。

・部会活動において（特にサマーフェスタなど）部会人数が削減さ ・コロナ禍前のサマーフェスタにおきましては、やぐら設営、食材の

　れると全体を理解している人数が減り、当日の動員と説明だけで 　量の企画、手配、販売などのノウハウの共有は多くの方々に係って

　は、内容の確認、共有、理解が弱く、準備から設営当日に部会員 　頂く必要がありました。　コロナ禍後は規模を縮小による簡素化を

　にかかる管理責任が広く強くなってしまう。 　進めて来ております。

　販売、警備、設営準備撤収等で外部委託できるものは委託する方 　具体的には、やぐら設営の委託、キッチンカーの導入を行いました。

　向にすべきかと。また、買い付け等も部会外への動員呼びかけは 　自治区内の子どもの思い出作り、区民のふれあいの場として、出来

　現実的に難しいことから、業者にまとめ発注や搬入委託できるよ 　る限りの関わりのご協力をお願いします。

　うになると良いと思います。

意見内容（運営組織見直し） 検討委員会回答
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・組長や組長経験者を募る動員依頼では全体数が予測できず、設営 ・サマーフェスタにおけるやぐら設営は外部委託をすることで、食材

　協力時の割振り決定を判断するまでに時間を要し、設営計画を圧 　販売はキッチンカーを導入することで負担軽減を行いました。

　迫することが懸念されます。 　その他の行事につきましても、今後各部会で合理化検討を推進して

　いきます。

・自治区の方々には、もう少し分かりやすい要約したものを追記し ・自治区ホームページなども活用しながら、区民の皆さまには丁寧

　て理解してもらう方が良いと思います。 　な説明を継続していくことを検討しています。

　★今回の運営見直しの主旨は、仕事の内容は同じで、それを運営 　11月の委員会から、再度丁寧な説明を毎回行ってきております。

　　する人の役割、分担を変更することである。 　引き続き、行って参りますのでご意見ご質問をよろしくお願いし

　ます。

・高齢化への対応を基本に、これまで組単位で対応していたことを

　複数の組によるブロック単位で対応していくことで、役務負担の

　軽減化を目指していきます。

　・各部会に属して活動実施　 　

　・月１回の委員会出席

　 　⇒見直しの一番のポイントは組

　　で対応していたものを複数の

　　組によるブロックで対応可能

　　にすること。ブロック対応と

　　することで高齢化等選任時の

　　免除が緩和される。

　

・立案審議が短かすぎる。４か月？ ・丁寧な説明審議を継続させていきます。

　１年は意見交換が必要だと思う。 ・組織改編スケジュールを１年遅らせて、区民の皆さまへの説明会

　等を開催しながら理解を深めていただくことを計画しています。

・大きくシステムを変えるなら、総会が必要ではないか。 ・自治区の規約やシステムを変更する為には、総会での承認が必要

　となります。そのための前準備として現在審議等を推進している

　状況です。

・組長の負担を減らすためブロック委員をつくるとのことですが ・自治区は区民の皆さんの生活環境を良くしたい、悪化させたくない

　この運営は区の皆さんに賛成いただけないように思います。 　という想いとご協力により成り立つものと考えます。ご理解ご協力

　をお願いします。

・今まで通り、組長・副組長を選出して運営していく方が、新たに ・自治区は区民の皆さんの生活環境を良くしたい、悪化させたくない

　ブロック委員をつくるより良いと、皆さん思われると思います。 　という想いとご協力により成り立つものと考えます。ご理解ご協力

　をお願いします。

・ブロック制は反対 ・現状における組長、副組長においても同様の懸念があり、ブロック

　＊ブロックの代表になる時にトラブルとなる。 　制にすることで発生することでは無いと考えます。

　＊口頭で連絡を聞く？資料を渡す？　会議に慣れていない人は伝え

　　ることにバラツキがあり、正確性が保証できない。 ・自治区事務局から各組長へ連絡・伝達する体制とすることで解決

　　伝え間違いや理解違いが生まれる。 　できると考えます。

　＊結局高齢者には負担になり、若者の負担が増える。 　（全組に同じ内容で連絡可能）

・見直しの検討ありがとうございます。賛同します。 ・１月度自治区委員会にて説明させていただいた資料を回覧してい

・ブロック委員の選出基準も必要ですね。 　ます。ご確認下さい。（ホームページにも載せています）

・委員会も小規模化できると良いですが。

・ブロック委員の選出方法なども示していただきたい。 ・１月度自治区委員会にて説明させていただいた資料を回覧してい

　ます。ご確認下さい。（ホームページにも載せています）

・ブロック委員は、A,Eは２名ずつ、B,C,D,Gは2名、F,Hは３名が ・自治区運営委員の業務に必要な人数を各ブロックから出来る限り

　良い。 　公平な人数で選出できるように検討してきました。

　ご意見いただいた人数では現状運営が困難となりますので、ご理解

　頂きますようお願いします。

　　・各部会に属して活動実施　　・組のまとめと回覧配布

　（現状）組長、副組長　　　　（今回案）組長

意見内容（ブロック代表制） 検討委員会回答

意見内容（運営組織見直し） 検討委員会回答

　　・月１回の委員会出席　　　　　但しイベント時協力要請有り

　　・組のまとめと回覧配布　　（今回案）ブロック委員
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・高齢化が進み、ブロック代表制は良い新組織案だと思います。 ・賛同いただき、ありがとうございます。

・ブロック長の決め方は？ ・ブロック長とはブロック委員長・副委員長のことでしょうか。

　働き世代の方が時間を確保するのは困難では？ 　自治区役員選考委員会にて可能な限り条件に見合う候補者を

　選出して決定していくことを検討しています。

　(ルール化できることは対応していく計画です)

・部会に参加する人数が現在の約半分に減ることを考えると、部会の ・ブロック委員における部会活動としては、運営・企画を中心に

　活動を今の半分程度に減らさない限り、ブロック委員の負担が重く 　活動していただくことを検討しております。

　なりすぎる。 　イベントや行事においては、各組長に動員をお願いし、実行部隊

　として協力いただくことを計画しております。

・とても良い方向にあると思います。 ・賛同いただき、ありがとうございます。

　私の理解不足かも知れませんが、ブロック委員は組長と別なのか ・ブロック数やブロック委員数の見直しには検討が必要ではないか

　組長からブロック委員を選出するのかが、よくわかりません。 　とのご意見もあります。各団体等においても存続が難しくなる事

　Aブロックですとブロック委員３名+組長４名の構成でしょうかね？ 　から、自治区運営行事や部会人数をどうするのか、代議員として

　十分に検討された内容だとは思いますが、検討してほしいのは 　適正な人数はどのくらいか等、今後も委員会を通して意見交換し

　ブロック数を１２位まで増やし、ブロック長１名+各組長という 　ていきたいと考えています。

　組織はどうでしょうか。ブロックで複数人選出するよりは、役割

　が明確化できるかと考えます。または、ブロック長と副ブロック長 　

　の２名選出とかではどうでしょうか。

・ブロック委員を若い世代の方に任せてみてはどうでしょうか。 ・ブロック委員の選出方法(案)につきましては、組織見直し検討委

　当事者意識が生まれ、活発な意見が出ると思います。 　員会から提示した素案を基に、実施して行きたいと考えています。

　運営の世代交代もでき、自分たちの世代で、良い方向に変えて 　自薦選出にて活動されることも期待いたします。

　みたいと思う方もいるのではないでしょうか。

・委員会での内容説明をブロック委員が都度組長に伝達すること ・情報等の伝達方法については、12月の委員会でも説明しましたが

　が大変ではないかと考える。逆に、認識のずれ（齟齬）があった 　各組長と委員会でも説明しましたが、各組長とのやりとりは自治

　場合や組内の変更事項や区への質問連絡事項等をブロック委員が 　区事務局と実施することとします。

　間に入ることは大変であると考える。 　自治区事務局と組長との情報伝達であればデジタルツールによる

　伝達も可能であり共通した情報提供ができると考えます。

・ブロック委員の任期が２年、組長の任期が１年では不公平感があ ・ブロック代表制の概念はこれまでの組長役務における

　る。任期１年では何もせずやり過ごすことができてしまう。 　①自治区運営における代議員(区役員)としての役務

　また、委員会への参加が無くなると、ますます自治区への関心や 　②自治区運営における企画・運営委員としての役務

　理解が薄くなる。また、ブロック委員と組長の連絡が密に行える 　をブロック委員の役務として移行させ

　とは思えない。特に安否確認、環境美化などイベントについては 　③各組内における組長としての役務

　委員会で説明する内容を組長へ伝達する方法が必要だと思います。 　のみを組長役務とするものです。

　また、副組長（次期組長）についても環境美化、安否確認、青パ

　トなど組対応業務において２名は必要と思います。役割について ・組長の任期が１年であることから、自治区運営委員としての部会

　は、各組に一任でも良いかと思います。 　活動に際し毎年全委員が交代してしまうことには部会運営引継ぎ

　等における不安が非常に高くなることが懸念されるため、少なく

　とも２年の任期を設け、部会の半数を入れ替えていくことが必要

　と考えます。役務が違うので任期が違うことに支障はないと考え

　ます。

　

・情報等の伝達方法については、12月の委員会でも説明しましたが

　各組長と委員会でも説明しましたが、各組長とのやりとりは自治

　区事務局と実施することとします。

　自治区事務局と組長との情報伝達であればデジタルツールによる

　伝達も可能であり共通した情報提供ができると考えます。

意見内容（ブロック代表制） 検討委員会回答
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・ブロック内で立つ複数のブロック委員の役割分担はどのようにな ・ブロック代表制の概念はこれまでの組長役務における

　るのか。年功序列や力関係で本来担う範囲以上に任されることに 　①自治区運営における代議員(区役員)としての役務

　はならないか。 　②自治区運営における企画・運営委員としての役務

　をブロック委員の役務として移行します。

　役割で違うのは自治区運営委員としての部会配属と考えます。

・ブロックの世帯数や抽選の結果によっては、１つの組から複数の ・ブロック委員は組単位ではなくブロック単位で定数員を選出する

　ブロック委員を出すことが懸念される。その場合、他の組からの 　ものであり、組長や他の自治区役員や委員を重複(兼務)しないこ

　参加要請や調整が求められるのではないか。 　とを条件としているため、１つの組内から複数のブロック委員が

　選出される可能性があることもご理解願います。

・１月度自治区委員会にて説明させていただいた資料を回覧してい

　ます。ご確認下さい。（ホームページにも載せています）

・ブロック委員によっては、他の組の情勢が不明であることから ・情報等の伝達方法については、12月の委員会でも説明しましたが

　他の組の特有な慣例（人間関係や力関係）が解らず、認識違いに 　各組長とのやりとりは自治区事務局と実施することとします。

　よる問題の発生が懸念される。 　ブロック委員が組内の業務に係ることはありません。

　自治区事務局と組長との情報伝達であればデジタルツールによる

　伝達も可能であり共通した情報提供ができると考えます。

・災害時等におけるブロック委員の体制はブロック側か組側か。 ・災害時の対応は基本的に組長役務です。

　併せてブロック委員の選出が無い組はどうなるのか。 　ブロック委員は組員としての対応となります。

・ブロック委員は安否確認完了後、区役員（自主防災会）としての

　対応を実施していただきます。　

　

・ブロック委員の安否確認や美化活動への参加はどうなるのか。 ・災害時の対応は基本的に組長役務です。

　選出されていない組への参加が必要になるのか。 　ブロック委員は組員としての対応となります。

・組内での環境美化活動におけるブロック委員は原則組員として

　参加することになります。ただし、雑草・土嚢袋等の回収活動を

　担当する部会のブロック委員は対象外とする計画です。

　

・集金及び報告書（葬儀報告・世帯状況報告）等の業務はブロック ・現状通り、組長役務となります。

　委員を介さずに行ってほしい。

・住民台帳の管理方法も変わるのか。 ・現状通り、組長役務となります。

　（ブロック委員が複数管理？）

・ブロック委員辞退の条件見直しの余地はあるのか。 ・新入居者が多い組では問題となることから再検討にて２年経過未満

　新入居５年経過未満の世帯を辞退理由にしてしまうと、新居の組 　に変更することとしました。

　（上13組予定）では全世帯が対象となってしまう。 　今後の意見交換の場において、条件見直しが必要であれば随時検討

　対策として、２年経過未満にしてもらえれば運営可能と考えます。 　していきます。

・ブロック委員の選出方法を抽選とすることは平等でないと考える。 ・ブロック委員の選出方法については以下を基準としています。

　若い世帯の多い組では複数のブロック委員が選出される確率が高 　①自薦：自薦書を提出してもらう

　くなるため、組やブロック毎に選出方法を一任した方が良いと考 　②他薦：ブロック内組長の話合いで選出し同意書を提出してもらう

　えます。（若い世帯の多い組は組内の入居順でブロック委員を選 　③抽選：ブロック内対象世帯から抽選

　出しても良いかと） 　　　　　

・ブロック委員は組単位ではなくブロック単位で定数員を選出する

　ものであり、組長や他の自治区役員や委員を重複(兼務)しないこ

　とを条件としているため、１つの組内から複数のブロック委員が

　選出される可能性があることもご理解願います。

意見内容（ブロック代表制） 検討委員会回答
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・組長の負担が大きいとは具体的にどのようなことか。 ・①自治区運営における代議員(区役員)としての役務②自治区運営に

　おける企画・運営委員としての役務③各組内における組長としての

　役務を1人で行っている事です。

　

・組ごとにカラーや関わり方が違う。長く住んでいる人や新築の方 ・ご意見いただいた通り、各組における慣習や世帯状況により、組長

　が多い所ではルールや空気が違う。一律の組長の選出方法は無理 　選出については一律化は難しいと考えております。

　がある。多少の各組ごとの決め方を認めて、決め方を紙面にする。 　自治区としても一律の選出方法とするつもりはありません。

　それを区が管理する。 　（現状のとおりと考えます。）

・年齢だけで組長の仕事が負担かどうかは決められない。 　今回の提案は、ブロック委員の選出についてのものであり、組長

　65歳でも膝の悪い方や75歳でもゴルフや仕事をしている方がいる。 　のものではありません。

　ある程度の幅を示して各組で決める。 ・ご意見いただいた通り、各組における慣習や世帯状況により、組長

　免除年齢を決めるなら、免除年齢に近い方から組長をしないと 　選出については一律化は難しいと考えております。

　不公平ではないか。 　各組内で解決いただければ宜しいかと思います。

・私も次に組長が回ってくるのが７０歳を超えてからです。 ・各組内で解決いただければ宜しいかと思います。

　みんなの役に立てるか心配です。定年制を定めてください。 　自治区としては推奨できる組長選出についての規約案の提案を推進

　していきたいと考えています。

・組長は70歳で免除。 ・各組内で解決いただければ宜しいかと思います。

　自治区としては推奨できる組長選出についての規約案の提案を推進

　していきたいと考えています。

・副組長は廃止。 ・副組長は廃止の方向で検討しております。

・組長選出はある一定の年齢を超えたら免除するなど、各組で工夫

　して運営すればよいと思います。 ・各組内でルールを決めて、解決いただければ宜しいかと思います。

　自治区が決めていると誤解されている方が多いようですが、自治区

　が決定しているルールではありません。

・アンケート調査から各組毎で免除基準を設けているところが多数

　です。しかし、組世帯のほとんどが免除基準に達した場合はどの

　ように運営したら良いか検討が必要と考えます。

・組長、副組長の年齢制限を設ける（例：75歳まで、単身は免除等） ・各組内でルールを決めて、解決いただければ宜しいかと思います。

　年齢制限を設ければ環境美化も解決

・回覧板を廃止していただきたい。他の自治区では一斉メールやLINE ・自治区デジタル推進強化に努めていきます。

　グループになっている事も多い。 　現在自治区としてのデジタル対応は、少しづつではありますが実

　⇒周知に時間がかかり、大きな差も生まれる。 　施をしております。（藤営自治区ホームページ開設済み）

　　回数も多く、共働きには負荷が大きい。 　アピール不足にて区民への周知方法を検討しています。

　　衛生面も気になる。各家庭の持ち込みにて、清潔とは言えない。

・できるだけ配布物を減らしPDFで送る。 ・現在自治区としてのデジタル対応は、少しづつではありますが実

　デジタル対応が難しい世帯だけ配布する。 　施をしております。（藤営自治区ホームページ開設済み）

・リモート会議ができるように今後は考える。 　アピール不足にて区民への周知方法を検討しています。

　デジタル対応が難しい人は会場にくる。 　2026年度世帯状況調査(定期見直し)の際にデジタル対応の可否や

　LINEｵｰﾌﾟﾝﾁｬｯﾄ参加可否を再確認することを計画しています。

　ｵｰﾌﾟﾝﾁｬｯﾄ登録の方法についても随時案内させていただきます。

・ﾘﾓｰﾄ会議についても、2026年度デジタル推進委員長主体で運用

　検討を推進しています。

・回覧板の改善も時代に合わせるべきと思います。 ・自治区ホームページなどデジタル対応等にて情報発信していく

　先日、中日新聞記事にて無料で利用できる回覧板アプリがあると 　ことを推進させていきます。（藤営自治区ホームページ開設済み）

　知りました。ネット利用のない世帯は紙面にて回すなど。

・他組でも実施しているように、お知らせ連絡網にLINEを活用して ・2026年度デジタル推進委員長主体でどんなアプリ運用が使いやすい

　みてはどうか。 　検討を推進しています。

意見内容（各組内での対応） 検討委員会回答

意見内容（デジタル化対応） 検討委員会回答
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・安否確認のデジタル化 ・自治区デジタル推進強化に努めていきます。

・回覧をデジタル配信 　現在自治区としてのデジタル対応は、少しづつではありますが実

　施をしております。（藤営自治区ホームページ開設済み）

アピール不足にて区民への周知方法を検討しています。

　

・連絡網や回覧板をLINEグループで配信してほしい ・2026年度デジタル推進委員長主体でどんなアプリ運用が使いやすい

　検討を推進しています。

・デジタルツールを使って回覧物や配布物を減らせないか。 ・自治区デジタル推進強化に努めていきます。

　現在自治区としてのデジタル対応は、少しづつではありますが実

　施をしております。（藤営自治区ホームページ開設済み）

　アピール不足にて区民への周知方法を検討しています。

・デジタル化で自宅から委員会に参加できないか。 ・ﾘﾓｰﾄ会議については、2026年度デジタル推進委員長主体で運用

・オンライン化 　検討を推進しています。

意見内容（デジタル化対応） 検討委員会回答
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運営組織見直しの背景について

・区費を安くする。 別扱い事案

　＊美化活動のお茶は必要ない。 ・組での忘年会や新年会の補助対応費用については、すでに廃止として

　＊全員が参加できないものには、お金を出さない。 　区費削減対応を実施しています。（R6年実施）

　（忘年会や新年会費等々） 　

・草刈りなど負担の大きい地域は「通学路など」業者に依頼する。 別扱い事案

　それなら区費は現状でも良い。 ・通学路等は中山小交通安全推進協議会から市を通して業者への対応

　依頼を実施しています。また、自治区助成金による中山小PTCA活動

　（通学路整備費等）として業者対応依頼も実施しています。

・ごみの不法投棄回収を実施するも減らないことから、防犯カメラの 別扱い事案

　設置要求がある。 ・集合住宅には専用の回収場所設置を市から対応させております。

・集合住宅には、それぞれの回収場所設置を市役所・オーナ管理会社 ・自治区としてもゴミ収集設置場所への防犯カメラ設置対応はしており

　に求めて欲しい。集合住宅の住民は組長をしますか？ 　今後増設等の検討もしている状況です。

　区費？なんのことと疑問を持つ方もいる。 ・多くの集合住宅では、管理会社がまとめて区費を納付しています。

・町内の道路を市道認定してほしい。 別扱い事案

・市道認定とする条件に見合わない状況です。

　多くが民地であることを認知していただければと考えます。

・以前は夏祭りが楽しみでしたが、コロナ禍以降、自粛で内容が 別扱い事案

　大きく変化し、予算を取っているお金の使い道が不平等になって ・サマーフェスタ運営については、今後運営委員を含め自治区として

　いることに不満があります。住民全員が満足いく対策は難しくて 　検討していきます。

　も今の現状を見直してほしいです。

・安否確認の頻度が多すぎる。 別扱い事案

　年２回の美化活動時のみで良いかと。 ・現状においても100％の安否確認ができていない状況であります。

　日頃の備えが万が一の時に重要であることをご理解ください。

　デジタル化対応の安否確認訓練の導入も検討しているところです。

・LINEによる電子回覧等にご尽力いただき、ありがとうございます。 別扱い事案

　区のイベント等、全体の負荷軽減も併せて行う必要があると思い ・サマーフェスタにつきましては、やぐら設営の外注化、キッチンカー

　ます。また、区の経理上の課題として、繰越金が多すぎると感じ 　の導入を行いました。引き続きイベントや運営行事等において、費用

　ますので、それを活用して一部のイベント等を外注化することも 　効果を見据えた外注化の検討を行っていきます。

　ひとつの案かと思いますので、検討ください。 ・区費は1年分を分割で納付頂いておりますが、年度の前半での支出が

　多い傾向にあり、繰越金が無ければ運営が成り立たない事情をご理解

　頂きますようお願いします。

・他の自治区に比べて区費が高いと思います。 別扱い事案

　繰越金が多い年などは削減を検討してはいかがでしょうか。 ・「発展資金」につきましては、ファミリーホールの建替え資金並びに

　また、発展資金の集金に疑問を感じています。 　高額な設備管理費対応準備としての積立てを目的としているものです。

　区費で賄うことはできないでしょうか。 　発展資金の目標額は現状「１億円」としていますが、今後の金融情勢

　等も加味しながら積立目標を検討していきます。

・区費は1年分を分割で納付頂いておりますが、年度の前半での支出が

　多い傾向にあり、繰越金が無ければ運営が成り立たない事情をご理解

　頂きますようお願いします。

・環境美化の際に配布されているお茶については、各自持参で良い 別扱い事案

　のではないでしょうか。毎回購入しているのは、もったいなく感 ・過去の経緯から現状の状態となっています。

　じています。節約ということで検討していただけると幸いです。 　（過去は各組へお茶代の補助実施 ⇒ 現在はお茶を一括購入して配布）

　ご意見やご提案については組長を通じて委員会にご提案いただき

　検討結果に基づく対応を実施していきたいと考えます。

・区費の見直し、不要な活動の棚卸、神社前のゴミ捨て場の有効活 別扱い事案

　用（使用していない所がある） 　ご意見やご提案については組長を通じて委員会にご提案いただき

　検討結果に基づく対応を実施していきたいと考えます。

・よくわからない場所の草むしり廃止 別扱い事案

・組単位で実施する環境美化活動対応や活動の場所等は自治区が指定

　しているものではありません。組内で検討して対応ください。　

・参考までに、「自治区」とは自分たちで治める区域であることの意

　味をご理解ください。

意見内容（運営組織見直しとは別扱い） 検討委員会回答
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・区を細分化して、それぞれの区別に区費を決める 別扱い事案

　（広域すぎる） ・自治区が広域すぎることによる課題も多く、検討課題のひとつと

　なっています。自治区を細分化することで、課題が増加することも

　懸念されます。（高齢化対応・役員選出対応等）

・環境美化や避難訓練の時間が早い 別扱い事案

・全世帯からの参加を前提に、多数の人が休みである日程や季節、時

　間等を考慮しながら実施してきたことです。変更希望であれば組長

　を通して自治区事務局に提案ください。

　内容検討し委員会に諮ります。

・区民が本当に必要としている事をしてほしい 別扱い事案

・ご意見、ご提案を組長さんを通して、自治区事務局に提案ください。

　内容検討の上、委員会に諮ります。

・自治区は区民の皆さんの生活環境を良くしたい、悪化させたくない

　という想いとご協力により成り立つものと考えます。ご理解ご協力

　をお願いします。

意見内容（運営組織見直しとは別扱い） 検討委員会回答
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